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Ⅰ 山口県消費者基本計画の概要 

 

目  的                          

本計画は、消費生活条例の目的である、「県民の消費生活の安定と向上を図ること」を

目的とする。 
 

基  本  理  念                          

 

 

 

  消費者施策を推進するに当たっては、消費者基本法及び消費生活条例において定める

消費者の権利を尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的か

つ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本とする。 
 

基本計画の体系（施策の柱）           

 

 

 

 

 

 

 
 

計  画  期  間  ５年間（平成 25～29年度）           

 
 

計 画 の 進 行 管 理                       

  計画の進捗状況については、毎年度、消費者施策の評価・検証を行い、県消費生活審

議会に報告し、公表する。 

  また、計画期間中に、消費生活をめぐる社会経済情勢の急激な変化があった場合には、

必要に応じて内容を見直す。 

 

 

 

「消費者の権利の尊重」 と 「消費者の自立の支援」 

１ 消費生活にお

ける安心・安全の

確保  

２ 消費生活相

談の充実と紛争

の適切な解決の

促進 

３ 消費者の自

立支援 

４ 消費者教育

の推進（新規） 

５ 国や他の自治

体、消費者団体を

はじめとする多

様な団体等との

連携･協働 
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Ⅱ 山口県消費者基本計画の進捗状況 

  ５つの項目を柱に、１５の施策を推進することにより、県民の消費生活の安定と向上

を図る。 

１ 消費生活における安心・安全の確保  

（１）商品及びサービスの安全の確保等 

   消費者の生命や身体に危害を及ぼす恐れのある商品・サービスについては速やかに

情報収集を行い、電子メールやホームページを活用して、迅速に情報を提供する。 

 

（２）生活関連物資の安定供給等 

   生活関連物資の価格調査を行い、その結果をホームページで情報提供する。 

     また、価格急騰時に、不適正な事業行為を行なう事業者には、消費生活条例に基づ

き、是正を勧告するなど、生活関連物資の安定的な供給の確保を図る。 

<価格調査店舗数>                                               （店） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

石油製品 338 279 298 311 308 

生活関連物資 329 279 294 311 308 

 

（３）消費者取引の適正化 

   不当な取引行為を行う悪質な事業者に対しては、消費生活条例や特定商取引法に基

づく行政処分等を行う。 

   また、県域を越えて事業を展開している事業者に対しては、国や近隣自治体と連携

して対応する。 

<行政処分等件数>                         （件） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

消費生活条例による是正勧告  0  0  0  0 0 

特定商取引法による業務停止命令等  1  0  1  0 0 

景品表示法による改善指導等 57 41 23 20 16 

 うち指示・措置命令・公表  1  0  0  0 0 

 うち注意等の行政指導  18  8  1  5 2 

 

（４）被害防止に向けた取組 

   悪質商法の標的とされやすく、被害が認識されにくい状況にある高齢者や障害者の

消費者被害を防止するため、福祉関係者など、地域において見守り活動を行う者と連

携した啓発活動の促進により、被害防止対策の推進に努める。 
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                                                                        （回） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

やまぐち・くらしの安心ネット1の配信 39 27 18 51 20 

《国の動向》 

  ・消費者契約法の改正2（H29年 6月施行、H31年 6月施行） 

  ・特定商取引法の改正3（H29年 12月施行） 

  ・景品表示法の改正4 （H26年 12月施行、H28年 4月施行） 

  ・「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の策定5（H24年 7月策定） 

     

 

 

 

２ 消費生活相談の充実と紛争の適切な解決の促進  

（１）消費生活相談の充実 

   消費者安全法では、市町村は消費者にとって最も身近な相談窓口として、消費生活

相談への対応、苦情処理のためのあっせんの実施などの役割を担うこととされている。 

   このため、市町に対しては、消費生活センターをはじめとした相談窓口の整備及び

体制の強化、住民に対する相談窓口の一層の周知を要請する。 

<相談受付件数>                            （件） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

県消費生活センター    （Ａ）  4,754  4,553  4,040  3,685 4,146 

市町消費生活相談窓口   （Ｂ）  9,556 10,081  9,589  9,207 11,339 

合計           （Ｃ） 14,310 14,634 13,629 12,892 15,485 

市町受付割合（％）   （Ｂ/Ｃ）   66.8   68.9   70.4   71.4 73.2 

 

                                                   

1  地域に根ざして見守り活動等を行う者（消費者団体、地域包括支援センター、民生委員等）との連携に

より、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ることを目的として、H19年 9月に設置。 

  H29年度末現在、222の施設や団体等が参加しており、注意を喚起すべき事案が発生する都度、電子メー

ルにより情報を提供している。 

2  H28年改正(H29 年 6月施行)：過量契約の取消しや、消費者の解除権を放棄させる条項の無効の規程を設

けるなど、取消し・無効に関する民事ルールを改正、 H30年改正（H31年 6 月施行）：不当な勧誘行為に社

会生活上の経験不足を不当に利用した場合等を加えるなど、取り消し・無効に関する民事ルールを改正。 

3  H28 年改正(H29 年 12 月施行)：特定の取引類型を対象とした、事業者による不公正な勧誘行為等の取り

締まり等。 

4  H26年改正(H26 年 12月施行)：知事の権限強化（措置命令権の付与）。 

H26年改正(H28 年 4月施行)：課徴金制度の導入。 

5  国が地方消費者行政活性化基金の創設等財政的な支援を行い、地方消費者行政の基盤強化に努めた「集

中育成・強化期間」（H21年度～H23年度）後の取組の指針として示したもの。  

地方消費者行政のあるべき姿として、①どこに住んでいても消費生活相談を受

けられる体制づくり、②法の厳正な執行と連携強化、③地域社会の消費者問題解

決力の向上、の３点が掲げられ、「自治体への期待（提言）」もまとめられている。 
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<市町相談体制の状況>                       

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

消費生活センター設置数6（箇所） 12 12 12 13 13 

消費生活相談員数（人） 26 26 27 28 30 

 

（２）紛争の適切な解決の促進 

   消費者からの苦情の申出に対しては、県消費生活センターによる助言やあっせん等

を行うことにより適切かつ迅速に対応する。 

<県消費生活センターの対応状況>                   （件） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

相談受付件数 4,754 4,553 4,040 3,685 4,146 

あっせん数           （Ａ）  379  370  274  339  200 

あっせん率    （％）  8.0  8.1  6.8  9.2  4.8 

あっせん解決数         （Ｂ）  325  322  239  292  186 

あっせん解決率（％）    （Ｂ/Ａ） 85.8 87.0 87.2 86.1 93.0 

裁判外紛争解決 (ADR) 機関7の紹介    5    7    9   10   12 

  〔主なＡＤＲ機関〕 

   ・そんぽＡＤＲセンター 

   ・公益財団法人自動車製造物責任相談センター 

   ・生命保険相談所（社団法人生命保険協会） 

《国の動向》 

  ・「地方消費者行政強化作戦8」の公表（H26.1） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

6  H28年 4月、柳井地区広域消費生活センター及び美祢市消費生活センターが開設。 

7  判決などの裁判によらない紛争解決を行う機関であり、民事調停・家事調停、訴訟上の和解、仲裁及び

行政機関や民間機関による和解、あっせんなどを行う。裁判による紛争解決と比べ、比較的簡易・迅速で、

廉価な解決が可能であるところに特徴がある。「ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution）」と表される

こともある。 

8  どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域相談体制を全国的に整備する趣旨で国が策定。

新消費者基本計画（H27年 3 月閣議決定）を踏まえ、目標を追加。  

 

<政策目標１>相談体制の空白地域解消 

・相談窓口未設置の自治体を解消 

<政策目標２>相談体制の質の向上 

 ・消費生活センター設置促進（人口５万人以上の全市町、かつ人口５万人

未満の市町村５０％以上） 

 ・県内自治体の５０％以上に相談員を配置 

 ・消費生活相談員の資格保有率を７５％以上に引き上げ 
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  ・消費者安全法の改正9（H28.4） 

３ 消費者の自立支援  

（１）消費者団体等の活動の促進 

    地域に根ざして消費者に対する啓発等を行う消費者団体の自主的な活動を支援する。 

    また、生活の安定と生活文化の向上を目的とした相互扶助組織である消費生活協同

組合に対し、法に基づく検査や指導等を通じて、健全な運営が図られるよう支援する。 

（回） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

消費者団体への業務委託数 3 4 6 4 5 

  〔Ｈ29主な委託内容〕 

   ・消費者啓発用プログラム・教材の作成 

・生活関連物資等の価格調査 

   ・県民消費者意識調査 

   ・通話録音装置の貸出 

   ・地域見守りネットワーク移行促進業務 

 

（２）自立支援を担う人材の育成 

   社会経済情勢の変化や複雑・多様化する消費者問題に対応できるよう、消費者リー

ダーを育成し、継続的な研修を行うとともに、地域における消費者教育の担い手とし

ての活用を市町に促すことを通じて、消費者の自立を支援する。 

<消費者リーダーの状況>                   （人） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

登録者数 59 74 94 84 97 

派遣回数(H26～活動者数) 8 36 37 48 47 

 

                                                   

9  消費生活相談体制の強化するため、県の事務として、市町に対する助言・協力、広域連携の調整を定め、

消費生活センターの組織運営、情報管理等についての条例を整備するように規定された。 

 ・消費生活相談員の研修参加率を各年度１００％に引き上げ 

<政策目標３>適格消費者団体の空白地の解消 

 ・適格消費者団体のないブロック（四国）の設立支援 

          （※東北・北陸ブロック H29年設立） 

<政策目標４>消費者教育の推進 

 ・消費者教育推進計画の策定 

・消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県、政令市） 

<政策目標５>「見守りネットワーク」の構築 

・消費者安全確保地域協議会の設置（人口５万人以上の全市町） 
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（３）環境に配慮した暮らしの推進 

   消費者に対する環境学習などを通じ、省資源・省エネルギー意識の普及等を推進す

ることにより、消費者自らが環境に配慮して消費行動ができるように支援する。 

 

（４）消費者の意見の反映 

   消費者施策の推進に当たっては、県消費生活審議会での審議や消費者団体との意見

交換・情報交換等を通して、消費者の意見を反映するように努める。 

４ 消費者教育の推進  

（１）地域における消費者教育 

   「消費者教育施設『まなべる』」の学習教材を充実し、地域における消費者教育の拠

点として県民に開放する。 

   また、市町に対して、各地域に育成した消費者リーダーの活用や地域の消費者団体

との連携・協働を促すことを通じて、市町における消費者教育の推進を支援する。 

<「まなべる」の利用状況10> 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

利用者数 1,453 1,349 955 15,033 11,434 

 
うち研修受講者数 1,453 1,349 955 986 556 

団体数 59 40 28 59 37 

 

（２）学校における消費者教育 

   小・中・高等学校等で適切な消費者教育が実施されるよう、教育委員会等との連携

を強化し、教職員に対して、消費者を取り巻く社会環境の変化や、消費生活相談にお

いて把握した課題、学校現場でのニーズ等を踏まえた消費生活情報を提供する。 

   また、大学等においても適切な消費者教育や啓発が行われるよう、関係機関との連

携を強化する。 

<啓発の実施状況>                    （回） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

金融消費者教育セミナー 1 1 1 1 1 

教員向け研修 0 2 2 3 1 

大学等への啓発 5 8 8 7 8 

   

［金融消費者教育セミナーの開催］ 

   目 的：消費者教育に必要な知識の習得やスキル向上のためのセミナーを開催し、

学校における消費者教育の推進を図る。 

                                                   

10  H28年 4月、消費生活センターと併せ県庁内に移転。(H28年 2～3月は、移転準備のため閉鎖。) 
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  参加者：小学校、中学校及び高等学校教員、特別支援学校教員、県・市町教育委員 

会関係者及び指導主事、県・市町消費者行政担当職員及び消費生活相談員 

内 容：実践事例紹介 

「学校における消費者教育の実践事例 ～生きる力をのばそう～」 

講演「キャッシュレス社会の歩き方 ～授業で伝えたいこと～」 

 

（３）消費者の特性等への配慮 

   悪質商法の標的とされやすく、被害が認識されにくい状況にある高齢者や障害者の

消費者被害を防止するため、年齢や障害の内容に応じた教材を活用した消費者教育・

学習の機会を提供する。 

<啓発の実施状況>                  （回） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

高 齢 者 啓 発 7 7 9 8 9 

福祉関係者啓発  11 12 4 9 5 

 《県の主な取組（H29年度）》 

  ・消費者教育アドバイザー派遣事業 

消費者教育アドバイザーを派遣し、学校と市町の消費生活センター、消費者団体

との連携による社会見学及び社会見学を活用した授業の実施を支援（対象小学校

２校） 

  ・消費者教育セミナー 

    学校における消費者教育の担い手となる教員及び消費者行政担当者を対象とした

セミナーの開催   

・消費者リーダー研修 

    地域における消費者教育を担う人材の育成 

  ・地域見守りネットワークの強化 

    見守り模擬訓練や対応モデル検討会の実施 

移行促進員による市町のネットワーク立上げ支援 

  ・消費者月間記念大会 

 《国の動向》 

  ・消費者教育推進法の制定11（H24.12） 

  ・「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の策定（H24.7） 

 

 

 

 

 

                                                   

11 消費者被害の防止と消費者の自立に重要な役割を果たす消費者教育について、その基本的な考え方や

国・地方公共団体の責務等を定めるもの。 

 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行うとと

もに、消費者の特性に配慮した方法で行われることが不可欠である。また、

学校、地域、家庭、職域等の様々な場に応じて、様々な主体とも連携しなが

ら、消費者教育を行うことが大切である。 
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５ 国や他の自治体､消費者団体をはじめとする多様な団体等との連携･協働  

 

（１）国や他の自治体との連携 

   悪質な事業者については警察と連携して対応するとともに、県域を越えて活動する

事業者については、近隣自治体と情報共有を行い、指導や行政処分を迅速に実施する

ことで、被害拡大の防止を図る。 

（回） 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

近隣自治体との情報連絡会議12
 4 4 4 4 4 

 

（２）消費者団体をはじめとする多様な団体等との連携・協働 

   消費者団体や福祉関係者等と連携して消費者教育を推進するとともに、高齢者や障

害者の消費者トラブルの未然防止に努める。 

   また、弁護士会等の関係機関と連携し、法律的な判断が必要な事案等について、迅

速かつ的確に対応できる体制の整備を進める。 

項   目 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

弁護士無料法律相談（回）  24  24  24  24  24 

法律相談における事案（件） 105 107 107 162 156 

 

                                                   

12 広域的に活動する悪質事業者に対応するため、近隣県による広域連携ネットワークを構築し、警察

及び近隣県との連携を強化した。（H19年度 九州・沖縄・山口ブロック、H23 年度 中国ブロック） 



Ⅲ　関連指標
１　「消費生活における安心・安全の確保」関連事業

[事業実績]

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

57 56 69 66 94 48 73 57 38 48 28 消費者教育・
相談班

232 252 256 252 253 256 250 250 252 250 生活衛生課

－ － － 294 278 280 271 278 284 280 生活衛生課

－ － － 283 325 294 268 273 281 267 生活衛生課

－ － － 11,649 13,878 13,098 16,598 13,293 14,866 12,333 生活衛生課

－ － － 910 1,433 1,515 1,927 2,111 1,055 831 生活衛生課

－ － － － － － 322 1,226 2,005 2,374 ㉕～ 生活衛生課

158 294 373 346 331 345 338 279 298 311 308 ４品目 消費者政策班

177 396 365 354 353 350 329 279 294 311 308 ９品目 消費者政策班

34 39 19 32 19 51 57 41 23 20 16 消費者政策班

うち指示・公表 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 消費者政策班

うち注意等の行政指導 10 12 8 8 7 17 18 8 1 5 2 消費者政策班

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消費者政策班

296 698 593 679 1,447 48 15 2 50 9 54 市へ委任
(㉔～)

消費者政策班

3,184 3,121 4,251 3,592 4,420 22 16 18 23 18 26 市へ委任
(㉔～)

消費者政策班

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 消費者政策班

16 10 6 7 1 5 4 6 2 5 6 消費者教育・
相談班

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 消費者政策班

3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 消費者政策班

749 1,155 538 469 42 250 682 524 237 348 424 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 16 18 14 14 3 6 20 15 8 13 6 消費者教育・
相談班

　主な啓発団体先 消費者教育・
相談班

582 619 1,107 507 805 185 650 501 926 223 414 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 10 12 12 9 6 6 7 7 9 8 9
消費者教育・
相談班

　主な啓発団体先
消費者教育・
相談班

721 247 88 327 526 584 216 303 136 900 173 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 16 5 3 3 2 12 11 12 4 9 5
消費者教育・
相談班

　主な啓発団体先
消費者教育・
相談班

5 18 9 7 7 10 39 27 18 51 20 消費者教育・
相談班

　主な配信先・登録者数
消費者教育・
相談班

2,150 2,192 2,320 2,258 2,481 2,613 2,253 2,142 2,160 1,887 1,684 累計 農業振興課

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 毎月 畜産振興課

91 93 110 105 101 100 100 100 30 30 30 ２回/年 畜産振興課

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 地・安推進室

備考

犯罪のないまちづくり県民大会の開催(回)

○消費者取引の適正化

悪質商法対策会議（件）

鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査(農場)

福祉関係者啓発(人)

一般啓発（人）

○関　連　事　業

鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ強化ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査(農場)

エコファーマー認定数(人)

児童・民生委員研修会、障害者相談員、障害者団体

生活関連物資の価格調査(店舗)

近隣自治体との情報連絡会議(件)

○被害防止に向けた取組

高齢者啓発(人)

担当部署

景品表示法による改善指導等(件)

消費生活用製品安全法の立入検査(品数)

特定商取引法による業務停止命令等(件)

消費生活条例による是正勧告(件)

県消費生活センターによる事業者指導(件)

区分

○商品及びサービスの安定性の確保等

○生活関連物資の安定供給等

現計画

いきいきサロン、高齢者教室

食の安心総合情報ホームページ閲覧回数（回/月）

前計画期間

石油製品価格調査(店舗)

食の安心・安全メーリングリスト登録者数（人）

・Ｈ２９年度末登録数 ２２２団体
・配信先：福祉団体・消費者団体・県警本部等

民間企業等新任職員、消費者団体

食品表示合同パトロール実施(店舗)

輸入食品の検査件数（件）

国民生活ｾﾝﾀｰへの危害危険情報報告(件)

人口10万人当たりの食品検査件数（件）

食の安心・安全に関する講習会等の受講者数（人）

やまぐち・くらしの安心ネット配信回数（回）

家庭用品品質表示法の立入検査(品数)
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Ⅱ　関連指標
２　「消費生活相談の充実と紛争の適切な解決の促進」関連事業

[事業実績]

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

7,851 6,717 6,263 5,871 5,265 4,903 4,754 4,553 4,040 3,685 4,146 消費者教育・
相談班

8,825 7,738 7,880 8,396 8,339 8,486 9,556 10,081 9,589 9,207 11,339
消費者教育・
相談班

市町受付割合（％） 52.9% 53.5% 55.7% 58.8% 61.3% 63.4% 66.8% 68.9% 70.4% 71.4% 73.2%
消費者教育・
相談班

5 5 7 9 11 11 12 12 12 13 13 累計 消費者政策班

14 15 19 21 26 27 26 26 27 29 30 消費者政策班

－ 4 － 9 5 4 4 4 4 3 4 消費者教育・
相談班

4 4 4 4 4 3 9 7 5 10 14
消費者教育・
相談班

6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
消費者教育・
相談班

7,851 6,717 6,263 5,871 5,265 4,903 4,754 4,553 4,040 3,685 4,146 再掲 消費者教育・
相談班

383 367 456 385 311 328 379 370 274 339 200
消費者教育・
相談班

4.9% 5.5% 7.3% 6.6% 5.9% 6.7% 8.0% 8.1% 6.8% 9.2％ 4.8 消費者教育・
相談班

361 338 414 350 291 299 325 322 239 292 186 消費者教育・
相談班

94.3% 92.1% 90.8% 90.9% 93.6% 91.2% 85.8% 87.0% 87.2% 86.1% 93.0% 消費者教育・
相談班

0 0 1 3 0 4 5 7 9 10 12 消費者教育・
相談班

24 12 38 30 24 25 24 24 24 24 24 消費者教育・
相談班

137 68 195 115 110 95 105 107 107 162 156 消費者教育・
相談班

121 88 52 20 24 25 12 5 6 6 3 経営金融課

147 92 90 112 119 120 107 97 121 82 64 長寿社会課

5,342 5,511

493 305

弁護士無料法律相談における事案(件)

弁護士・臨床心理士による一般相談(件)

弁護士・臨床心理士による専門相談(件)
㉕終了－881 841 － －658

前計画期間
区分

県消費生活センター相談受付件数(件)

市町消費生活相談員数（人）

○紛争の適切な解決の促進

弁護士無料法律相談の開催(回)

消費者苦情処理委員会の開催(回)

県消費生活ｾﾝﾀｰによるあっせん数(率)

2,750

県消費生活ｾﾝﾀｰによるあっせん解決(率)

担当部署

厚政課

市町新任相談員研修(日)

備考

市消費生活ｾﾝﾀｰ設置数(所)

市町消費生活センター等相談受付件数（件）

県消費生活ｾﾝﾀｰによるあっせん解決(件)

貸金業者に関する相談件数(件)

現計画

－

○消費生活相談の充実

県消費生活ｾﾝﾀｰによるあっせん数(件)

介護利用ｻｰﾋﾞｽ利用者の苦情相談件数(件)

－

市町相談員専門研修(日)

○関　連　事　業

裁判外紛争解決機関の紹介(件)

県消費生活センター相談受付件数(件)
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Ⅱ　関連指標
３　「消費者の自立支援」関連事業

[事業実績]

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

2 2 3 3 3 3 3 4 6 4 5 消費者政策班

消費者団体への主な委託内容 消費者政策班

3 3 3 1 1 2 2 2 2 4 4 消費者政策班

43 43 59 49 49 58 59 74 94 84 97
消費者教育・
相談班

　東部地域（人） 9 9 11 10 10 11 10 18 25 18 20
消費者教育・
相談班

　中部地域（人） 13 13 20 17 15 18 19 24 30 25 30 消費者教育・
相談班

　北部地域（人） 5 5 6 4 4 6 6 7 8 11 18
消費者教育・
相談班

　西部地域（人） 16 16 22 18 20 23 24 25 31 30 29 消費者教育・
相談班

27 17 13 23 12 14 8 36 37 48 47 ㉖活動者数
消費者教育・
相談班

559 787 489 435 355 317 206 163 167 156 149 環境政策課

49 58 20 17 13 14 13 11 12 6 8 環境政策課

296 268 93 56 61 54 50 35 28 29 29 環境政策課

2 5 7 6 2 3 4 2 4 4 6 環境政策課

38,000 40,000 40,000 35,000 47,000 41,000 38,000 － － － － ㉕終了 環境政策課

500 596 746 502 835 692 826 645 959 847 748 環境政策課

1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 消費者政策班消費生活審議会の開催(回)

○自立支援を担う人材の育成

○環境に配慮した暮らしの推進

消費者リーダー（人）

環境アドバイザーの派遣(回)

○消費者の意見の反映

消費者リーダー派遣回数（回）

環境ポスターの募集(枚)

担当部署区分 備考

○消費者団体等の活動の促進

前計画期間 現計画

・消費者啓発用プログラム・教材の作成
・生活関連物資等の価格調査
・県民消費者意識調査
・通話録音装置の貸出
・地域見守りネットワーク移行促進業務

生活協同組合への運営指導(組合)

消費者団体への業務委託数

一般家庭の温暖化診断(世帯)

環境パートナーの派遣(回)

子どもｴｺｸﾗﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣(回)

いきいきエコ・フェアの開催(人)
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Ⅱ　関連指標
４　「消費者教育の推進」関連事業

[事業実績]

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

－ － － － － － 1,453 1,349 955 15,033 11,434 ㉘県庁移転
消費者教育・
相談班

うち研修受講者数(人) － － － － － － 1,453 1,349 955 986 556 消費者教育・
相談班

団体数(団体) － － － － － － 59 40 28 59 37 消費者教育・
相談班

873 529 556 332 239 249 165 11 23 11 14 ㉖消費者リーダー
養成講座

消費者教育・
相談班

－ 130 97 67 67 71 52 35 12 42 16
㉖消費者リーダー
フォローアップ研
修

消費者教育・
相談班

43 43 59 49 49 58 59 74 94 84 97 再掲
消費者教育・
相談班

27 17 13 23 12 14 8 36 37 37 47 再掲 消費者教育・
相談班

4,668 4,141 2,750 1,720 734 185 1,935 2,184 2,206 1,792 2,568 消費者教育・
相談班

小・中学校（校） 2 0 0 0 0 1 3 3 1 8 6 消費者教育・
相談班

高校・特別支援学校（校） 32 24 14 5 5 1 3 3 17 15 12 消費者教育・
相談班

各種専門・短大・大学等（校） 11 8 10 9 3 2 5 8 8 7 8
消費者教育・
相談班

合　計（校） 45 32 24 14 8 4 11 14 26 30 26 消費者教育・
相談班

－ － － － － － 1 1 1 1 1 消費者教育・
相談班

0 0 0 0 22 21 0 70 79 24 5 消費者教育・
相談班

団体数（団体） 0 0 0 0 1 2 0 2 2 3 1 消費者教育・
相談班

582 619 1,107 507 805 185 650 501 926 223 414 再掲 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 10 12 12 9 6 6 7 7 9 8 9 消費者教育・
相談班

721 247 88 327 526 584 216 303 136 900 173 再掲 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 16 5 3 3 2 12 11 12 4 9 5 消費者教育・
相談班

10 7 8 10 8 5 2 2 2 1 0 金融広報委員
会

184 192 212 199 177 238 211 204 189 167 91 金融広報委員
会

4 4 4 3 2 2 2 1 1 3 3 金融広報委員
会

147 92 90 112 119 120 107 97 121 121 64 再掲
長寿社会
課

784 832 862 917 940 963 946 977 1,036 1,083 1,092 厚政課

前計画期間 現計画

金融学習グループ(団体)

金融広報アドバイザー派遣(回)

備考 担当部署

○地域における消費者教育

金融消費者教育セミナー

まなべるの利用（人）

消費者リーダー登録者数（人）

消費者リーダー派遣回数（回）

㉘県庁移転

教員向け研修（人）

福祉関係者啓発(人)

やまぐち消費者大学(人)

やまぐち消費者大学院(人)

若年者啓発(人)

区分

○学校における消費者教育

判断能力低下者に対する福祉ｻｰﾋﾞｽ実利用者数(件)

介護利用ｻｰﾋﾞｽ利用者の苦情相談件数(件)

判断能力低下者に対する福祉ｻｰﾋﾞｽ実利用者数(件)

介護利用ｻｰﾋﾞｽ利用者の苦情相談件数(件)

○消費者の特性等への配慮

高齢者啓発(人)

○関　連　事　業

金融教育研究校(学校)
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Ⅱ　関連指標
５　「国や他の自治体、消費者団体をはじめとする多様な団体等との連携・協働」関連事業

[事業実績]

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

57 56 69 66 94 48 73 57 38 48 28 再掲 消費者教育・
相談班

－ 4 － 9 5 4 4 4 4 3 4 再掲
消費者教育・
相談班

4 4 4 4 4 3 9 7 5 10 14 再掲 消費者教育・
相談班

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 再掲 消費者政策班

3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 再掲 消費者政策班

2 2 3 3 3 3 3 4 6 3 5 再掲 消費者政策班

0 0 1 3 0 4 5 7 9 10 12 再掲
消費者教育・
相談班

24 12 38 30 24 25 24 24 24 24 24 再掲
消費者教育・
相談班

184 192 212 199 177 238 211 204 189 167 91 再掲 金融広報委員
会

4 4 4 3 2 2 2 1 1 3 3 再掲 金融広報委員
会

582 619 1,107 507 805 185 650 501 926 223 414 再掲 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 10 12 12 9 6 6 7 7 9 8 9 消費者教育・
相談班

721 247 88 327 526 584 216 303 136 900 173 再掲 消費者教育・
相談班

団体数(団体) 16 5 3 3 2 12 11 12 4 9 5 消費者教育・
相談班

5 18 9 7 7 10 39 27 18 51 20 再掲 消費者教育・
相談班

裁判外紛争解決機関の紹介(件)

担当部署

市町新任相談員研修(日)

市町相談員専門研修(日)

区分

○消費者団体をはじめとす
る多様な団体等との連携・
協働

悪質商法対策会議（件）

備考

○国や他の自治体との連携

国民生活ｾﾝﾀｰへの危害危険情報報告(件)

現計画

福祉関係者啓発(人)

弁護士無料法律相談の開催(回)

前計画期間

やまぐち・くらしの安心ネット配信回数（回）

近隣自治体との情報連絡会議(件)

高齢者啓発(人)

消費者団体への業務委託数

金融広報アドバイザー派遣(回)

金融教育研究校(学校)
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